
   中津川市創業支援補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は市内において、創業を行う者に対して支援し、新たな雇用の創出、

産業の振興及び経済の活性化を図ることを目的として、中津川市創業支援補助金

（以下「補助金」という。）を交付することについて、中津川市補助金交付規則（昭

和３６年中津川市規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１）創業 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること又は事業を営ん

でいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。 

 （２）中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に

定める中小企業者をいう。 

 （３）事業所 物の生産、販売又は役務の提供が業として行われている場所をいう。 

 （４）補助対象事業 創業に必要な整備をいう。 

 （補助要件） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の

いずれにも該当しなければならない。 

 （１）市内で３年以上の事業の継続が見込まれること。 

 （２）市内に居住し、又は事業の開始と同時に中津川市に転入する見込みがある者

であること。（法人にあっては、補助対象事業完了までに市内に本店所在地とし

て法人登記が行われていること。） 

 （３）市内で事業を営んでいない中小企業者又は個人であって、原則として、補助

金を申請した年度内に市内に事業所等を新たに設置しようとしている者である

こと。 

 （４）市税の滞納がないこと。 

 （５）過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。また、補助対

象経費に他の補助金および助成金を活用していないこと。 

 （６）中津川商工会議所又は中津川北商工会の指導により経営計画を作成した者で



あること。 

 （７）補助対象事業が完了した年度の翌年度以後３年間、中津川商工会議所又は中

津川北商工会から経営指導を受ける見込みであること。 

 （８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団に関係しない者であること。 

 （９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更正手続きをしている

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の申

し立てをしている者でないこと。 

 （１０）日本標準産業分類の大分類Ａ，Ｂ，Ｃに定める農業、林業、漁業、鉱業、

採石業及び砂利採取業を営もうとする者でないこと。 

 （１１）公序良俗に反する事業を営もうとする者でないこと。 

 （１２）常時従事する者がいない事業を営もうとする者でないこと。 

 （１３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条で規定する事業及び、それに類する事業を営もうとする者でない

こと。 

 （１４）フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営もうとするも

のでないこと。 

 （１５）その他市長が適当でないと認める事業を営もうとする者でないこと。 

 （補助対象事業の期間） 

第４条 補助対象事業の実施期間は、補助金の交付決定日から当該年度末までとする。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に規

定する期間に要した経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。 

 （１）工事費 

 （２）修繕費 

 （３）物件購入費 

 （４）設備費 

 （５）広告宣伝費 

 （６）その他市長が特に必要と認める経費 

 （補助金の額） 



第６条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の２分の１以内とし、２０万円を限度

とする。ただし、補助対象者（法人にあっては代表者）が申請日以前の１年以内に

市外から転入している又は補助対象事業完了までの間に転入する見込みがある場

合は、３０万円を限度とする。 

２ 前項の補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 （補助金交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、中津川

市創業支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

 （１）事業計画書（様式第２号） 

 （２）市税の滞納がないことを証明する書類（完納証明） 

 （３）中津川商工会議所又は中津川北商工会の指導による経営計画書の写し 

 （４）補助対象経費の内訳が分かる書類（契約書、見積書等） 

 （５）その他市長が必要と認める書類 

 （補助金交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、

補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をしたときは、申請者に対し補助

指令書により通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第９条 交付申請者は、交付決定の有無にかかわらず第７条の申請を取下げることが

できる。この場合において、当該交付決定は、なかったものとみなす。 

 （補助対象事業の変更等） 

第１０条 第８条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、その申請事項を変更しようとするときは、中津川市創業支援補助金変更

申請書（様式第３号）に、次に掲げる書類を添えて提出し、市長の承認を受けなけ

ればならない。ただし、金額にして５分の１以内の軽微な変更であって、当該補助

対象事業の目的及び補助金額に変更がないものについては、この限りでない。 

 （１）対象経費新旧対照表 

 （２）対象経費の根拠資料 

２ 市長は、前項の規定による変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、



変更を承認するときは、中津川市創業支援補助金変更交付決定通知書（様式第４号）

により、補助事業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業の完了日から起算して６０日以内（ただし、

補助金の交付決定を受けた日の属する年度内）に、中津川市創業支援補助金実績報

告書（様式第５号。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

 （１）事業の成果が確認できる書類（図面、写真等） 

 （２）補助対象経費の支払いが確認できる書類 

 （３）住民票の写し等（法人については法人登記簿の写し等） 

 （４）その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けたときは、その内容を審査し、

補助金の額を確定し、中津川市創業支援補助金確定通知書（様式第６号）により、

補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１３条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、

中津川市創業支援補助金請求書（様式第７号）により補助金の請求をすることがで

きる。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するもの

とする。 

 （交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第

８条による決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１）虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

 （２）補助対象事業を承認なく変更し、又は中止したとき。 

 （３）補助金の交付を受けた事業者が、実績報告書に記載した事業実施期間の末日

より起算して３年を経過する日より前に市外へ転出したとき。（法人においては

本店所在地を市外に移転したとき又はその代表者が市外に転出したとき。） 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を中津



川市創業支援補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により、補助事業者に通知

するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

補助金が既に交付されているときは、中津川市創業支援補助金返還命令通知書（様

式第９号）により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （財産の処分の制限） 

第１６条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財

産（以下「取得財産等」という。）を減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号）に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ

中津川市創業支援補助金財産処分承認申請書（様式第１０号）を市長に提出し、承

認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合

において、当該補助事業者に収益が生じたときは、当該収入の全部又は一部に相当

する金額の納付を命ずることができる。 

 （書類の整備及び保存） 

第１７条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿

等を整備し、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から１０年間保存し

なければならない。 

 （状況報告等） 

第１８条 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があると認めると

きは、補助事業者に対して帳簿書類その他の物件に関し説明を求め、又必要に応じ

て実地にて調査することができる。 

 （委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


